
目
　
　
　
次

企
　
業
　
局

○
山
梨
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
山
梨
県
企
業
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
山
梨
県
企
業
局
職
員
の
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

○
山
梨
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

○
山
梨
県
営
丘
の
公
園
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

○
山
梨
県
営
ま
き
ば
レ
ス
ト
ラ
ン
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

○
山
梨
県
企
業
局
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

人
事
委
員
会

保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
…
六

に
関
す
る
規
則

公
益
法
人
等
へ
の
山
梨
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
…
八

整
備
に
関
す
る
規
則

○
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二

○
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
二

○
山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三

○
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四

○
特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四

○
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四

○
山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
一
五

○
山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
一
五

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
一
六

関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則

公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
審
査
請
求

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
一
六

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

そ
　
の
　
他

○
山
梨
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六

企
　
業
　
局

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号

山
梨
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者
　
　
富
　
　
田
　
　
重
　
　
利

山
梨
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
企
業
局
組
織
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
五
項
及
び
同
条
第
七
項
中
「
工
事
検
査
監
、
検
査
管
理
監
、」
を
削
り
、
同
条
第
九
項
に

後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
グ
ル
ー
プ
に
複
数
の
リ
ー
ダ
ー
を
置
く
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
企
業
局
長

に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
中
第
十
項
を
第
十
一
項
と
し
、
第
九
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

１０

局
本
庁
の
課
長
は
、
必
要
に
応
じ
、
課
に
主
幹
、
副
主
幹
、
主
査
又
は
副
主
査
の
う
ち
か
ら
選
任

し
た
リ
ー
ダ
ー
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
企
業
局
長
に
協
議

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
六
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７
　
事
業
所
の
所
長
は
、
必
要
に
応
じ
、
事
業
所
に
主
幹
、
副
主
幹
、
主
査
又
は
副
主
査
の
う
ち
か
ら

選
任
し
た
リ
ー
ダ
ー
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
企
業
局
長
に

協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
表
第
一
総
務
課
の
項
中
第
十
三
号
を
削
り
、
第
十
四
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
五
号
か
ら
第
十

七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
電
気
課
の
項
中
第
八
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に

次
の
三
号
を
加
え
る
。

八
　
電
気
事
業
の
安
全
管
理
検
査
等
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
電
気
事
業
の
建
設
工
事
等
の
技
術
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
電
気
事
業
の
設
計
積
算
及
び
施
工
管
理
の
基
準
に
関
す
る
こ
と
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
号

山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
二
号
　
　
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
四
年

三
月
二
十
九
日

号
外
第
二
十
二
号

金　曜　日



山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者
　
　
富
　
　
田
　
　
重
　
　
利

山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
職
の
欄
中
「
工
事
検
査
監
」
及
び
「
検
査
管
理
監
」
を
削
る
。

「

中
巨
摩
郡
芦
安
村
芦
倉
一
　
小
樺
え
ん
堤
操
作
室
　
　
　
三
級
地

六
八
四

中
巨
摩
郡
芦
安
村
芦
倉
一
　
野
呂
川
え
ん
堤
操
作
室

別
表
第
四
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
削
る
。

六
八
四

南
都
留
郡
山
中
湖
村
平
野
　
山
梨
県
企
業
局
職
員
保
養

五
〇
六
の
二
九
六
　
　
　
　
所
山
中
湖
荘

」

「

中
巨
摩
郡
芦
安
村
芦
倉
一
　
小
樺
え
ん
堤
操
作
室
　
　
　
六
級
地

別
表
第
六
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
削
る
。

六
八
四
　
　
　
　
　
　
　
　
野
呂
川
え
ん
堤
操
作
室

」

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
四
号

山
梨
県
企
業
局
職
員
の
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者
　
　
富
　
　
田
　
　
重
　
　
利

山
梨
県
企
業
局
職
員
の
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
企
業
局
職
員
の
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
昭
和
五
十
四
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
局
本
庁
及
び
事
業
所
の
庶
務
を
担
当
す
る
リ
ー
ダ
ー
を
」
を
「
当
該
課
又
は
所

の
う
ち
か
ら
所
属
長
が
選
任
し
た
者
を
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
五
号

山
梨
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者
　
　
富
　
　
田
　
　
重
　
　
利

山
梨
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
企
業
局
財
務
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

別
表
「
電
気
事
業
会
計
勘
定
科
目
表
」
の
「
４
固
定
負
債
」
中
「
─
修
繕
準
備
引
当
金
─
」
を

修
繕
準
備
引
当
金

に
改
め
、
同
表
「
電
気
事
業
関
係
勘
定
科
目
表
」
の
「
収
益
」
中
「
─
東
京
電

渇
水
準
備
引
当
金
　
」

「

東
京
電
力
（
株
）

渇
水
準
備
引
当
金

力
（
株
）
─
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

取
崩
し

（
又
は
渇
水
準
備

引
当
金
（
△
））

」

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
六
号

山
梨
県
営
丘
の
公
園
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者
　
　
富
　
　
田
　
　
重
　
　
利

山
梨
県
営
丘
の
公
園
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
営
丘
の
公
園
管
理
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
二
号
　
　
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

二



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
二
号
　
　
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

三



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
二
号
　
　
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

四



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
二
号
　
　
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

五



附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
七
号

山
梨
県
営
ま
き
ば
レ
ス
ト
ラ
ン
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者
　
　
富
　
　
田
　
　
重
　
　
利

山
梨
県
営
ま
き
ば
レ
ス
ト
ラ
ン
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
営
ま
き
ば
レ
ス
ト
ラ
ン
管
理
規
程
（
平
成
六
年
山
梨
県
企
業
局
管
理
規
程
第
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
四
月
二
十
八
日
」
を
「
四
月
二
十
六
日
」
に
、「
五
月
六
日
」
を
「
五

月
七
日
」
に
、「
九
月
一
日
」
を
「
九
月
二
日
」
に
改
め
、
同
条
同
項
第
二
号
中
「
四
月
二
十
九
日
」

を
「
四
月
二
十
七
日
」
に
、「
五
月
五
日
」
を
「
五
月
六
日
」
に
、「
八
月
三
十
一
日
」
を
「
九
月
一

日
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
企
業
局
訓
令
甲
第
一
号

局
　
本
　
庁

事
　
業
　
所

山
梨
県
企
業
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者
　
　
富
　
　
田
　
　
重
　
　
利

山
梨
県
企
業
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
企
業
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
六
年
山
梨
県
企
業
局
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
（
第
二
条
関
係
）

所
属
機
関

駐
在
処
理
事
務

駐
在
場
所

早
川
水
系
発
電

早
川
水
系
取
水
口
監
視
及

南
巨
摩
郡
早
川
町
奈
良

管
理
事
務
所

び
操
作
業
務

田

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号

保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規

則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
村
　
　
松
　
　
　
　
　
晃

保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す

る
規
則

（
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

保
健
婦
（士）
・
助
産
　
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
（
昭
和
二
十
三
年

別
表
第
六
第
一
号
の
表
中
　
　
婦
・
看
護
婦
（士）
・
　
第
二
百
三
号
）
に
よ
る
保
健
婦
（士）
・
助
産
婦

准
看
護
婦
（士）

護
婦
（士）
・
准
看
護
婦
（士）
の
免
許

「

法
律
　
　
　
　
　
保
健
師
・
助
産
師
　
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

・
看
　
　
を
　
　
・
看
護
師
・
准
看
　
第
二
百
三
号
）
に
よ
る
保
健
師
・
助
産
師
・
看
護
　
　
に
改

護
師
　
　
　
　
　
　
師
・
准
看
護
師
の
免
許

」

」

め
る
。

別
表
第
八
中
「
看
護
婦
（士）
」
を
「
看
護
師
」
に
、「
准
看
護
婦
（士）
」
を
「
准
看
護
師
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
医
療
職
給
料
表
（三）
の
項
中
「
保
健
婦
及
び
保
健
士
」
を
「
保
健
師
」
に
、「
助
産
婦
」

を
「
助
産
師
」
に
、「
看
護
婦
、
看
護
士
、
准
看
護
婦
及
び
准
看
護
士
」
を
「
看
護
師
及
び
准
看
護

師
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
第
四
号
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
　
医
療
職
給
料
表
（三）
級
別
標
準
職
務
表

職
務
の
級

標
　
　
準
　
　
的
　
　
な
　
　
職
　
　
務

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
二
号
　
　
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
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一
　
　
級

准
看
護
師
の
職
務

１
　
看
護
師
の
職
務

二
　
　
級

２
　
保
健
師
の
職
務

３
　
困
難
な
業
務
を
行
う
准
看
護
師
の
職
務

１
　
困
難
な
業
務
を
行
う
看
護
師
の
職
務

三
　
　
級

２
　
相
当
困
難
な
業
務
を
行
う
保
健
師
の
職
務

３
　
困
難
な
業
務
を
行
う
主
任
准
看
護
師
の
職
務

１
　
看
護
師
長
の
職
務

２
　
相
当
困
難
な
業
務
を
処
理
す
る
副
看
護
師
長
の
職
務

四
　
　
級

３
　
困
難
な
業
務
を
行
う
主
任
看
護
師
の
職
務

４
　
困
難
な
業
務
を
行
う
保
健
師
の
職
務

５
　
特
に
困
難
な
業
務
を
行
う
主
任
准
看
護
師
の
職
務

１
　
主
任
看
護
師
長
の
職
務

２
　
相
当
困
難
な
業
務
を
処
理
す
る
看
護
師
長
の
職
務

五
　
　
級

３
　
困
難
な
業
務
を
処
理
す
る
副
看
護
師
長
の
職
務

４
　
特
に
困
難
な
業
務
を
行
う
主
任
看
護
師
の
職
務

５
　
保
健
所
の
課
長
の
職
務

６
　
特
に
困
難
な
業
務
を
行
う
保
健
師
の
職
務

１
　
看
護
部
長
、
総
看
護
師
長
、
副
看
護
部
長
又
は
副
総
看
護
師
長
の
職
務

六
　
　
級

２
　
特
に
困
難
な
業
務
を
処
理
す
る
主
任
看
護
師
長
の
職
務

３
　
特
に
困
難
な
業
務
を
処
理
す
る
保
健
所
の
課
長
の
職
務

七
　
　
級

困
難
な
業
務
を
処
理
す
る
看
護
部
長
の
職
務

「

「

保
健
婦
　
大
　
　
学

卒
　
　
　
　
　
保
健
師
　
大

助
産
婦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
助
産
師

別
表
第
三
第
四
号
の
表
中
　
　
看
護
婦
　
短
　
　
大
　

卒
　
　
を
　
　
看
護
師
　
短

准
看
護
婦
　
准
看
護
婦
養
成
所
卒
　
　
　
　
　
准
看
護
師
　
准
看

」

学
　
　
卒

大
　

卒
　
　
に
改
め
、
同
表
の
備
考
第
一
項
を
削
り
、
同
表
の
備
考
第
二
項
中
「
准
看

護
師
養
成
所
卒

」

護
婦
養
成
所
卒
」
を
「
准
看
護
師
養
成
所
卒
」
に
、「
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
」
を
「
保
健
師
助

産
師
看
護
師
法
」
に
改
め
、「
学
校
又
は
養
成
所
」
の
下
に
「（
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
二
十
二
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
学
校
又
は
養

成
所
を
含
む
。）」
を
加
え
、
同
項
を
同
表
の
備
考
第
一
項
と
し
、
同
表
の
備
考
第
三
項
中
「
保
健
婦

及
び
助
産
婦
」
を
「
保
健
師
及
び
助
産
師
」
に
、「
看
護
婦
免
許
」
を
「
看
護
師
免
許
」
に
改
め
、

同
項
を
同
表
の
備
考
第
二
項
と
す
る
。

別
表
第
四
中
「
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
」
を
「
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
」
に
、「
保
健
婦
学

校
」
を
「
保
健
師
学
校
」
に
、「
保
健
婦
養
成
所
」
を
「
保
健
師
養
成
所
」
に
、「
助
産
婦
学
校
」
を

「
助
産
師
学
校
」
に
、「
助
産
婦
養
成
所
」
を
「
助
産
師
養
成
所
」
に
、「
看
護
婦
学
校
」
を
「
看
護

師
学
校
」
に
、「
看
護
婦
養
成
所
」
を
「
看
護
師
養
成
所
」
に
、「
准
看
護
婦
学
校
」
を
「
准
看
護
師

学
校
」
に
、「
准
看
護
婦
養
成
所
」
を
「
准
看
護
師
養
成
所
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考こ

の
表
の
「
保
健
師
学
校
」、「
保
健
師
養
成
所
」、「
助
産
師
学
校
」、「
助
産
師
養
成
所
」、

「
看
護
師
学
校
」、「
看
護
師
養
成
所
」、「
准
看
護
師
学
校
」
及
び
「
准
看
護
師
養
成
所
」
は
、
そ

れ
ぞ
れ
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）

に
よ
る
改
正
前
の
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
に
規
定
す
る

保
健
婦
学
校
、
保
健
婦
養
成
所
、
助
産
婦
学
校
、
助
産
婦
養
成
所
、
看
護
婦
学
校
、
看
護
婦
養
成

所
、
准
看
護
婦
学
校
及
び
准
看
護
婦
養
成
所
を
含
む
。

「

「

保
　
　
　
健
　
　
　
婦
　
大
　
　
学
　
　
卒

保
健

助
　
　
　
産
　
　
　
婦
　
短

大

三

卒
　

助
産

別
表
第
七
第
四
号
の
表
中
　
　
看
　
　
　
護
　
　
　
婦
　
短

大

三

卒
　
　
を

看
護

看
　
　
　
護
　
　
　
士
　
短

大

二

卒

准
看
護
婦
　
准
看
護
士
　
准
看
護
婦
養
成
所
卒
　
　
　
　
　
准
看

」

師
　
大
　

学

卒

師
　
短

大

三

卒

短

大

三

卒
　
　
に
改
め
、
同
表
の
備
考
第
一
項
中
「「
保
健
婦
」、「
看
護
婦
」

師

短

大

二

卒

護
師
　
准
看
護
師
養
成
所
卒

」

及
び
「
准
看
護
婦
」
並
び
に
「
准
看
護
婦
養
成
所
卒
」」
を
「「
准
看
護
師
養
成
所
卒
」」
に
改
め
、

「
そ
れ
ぞ
れ
」
及
び
「
及
び
第
二
項
」
を
削
り
、
同
表
の
備
考
第
二
項
中
「
備
考
第
三
項
」
を
「
備

考
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
第
三
項
中
「
准
看
護
婦
」
を
「
准
看
護
師
」
に
、「
保
健
婦
助

産
婦
看
護
婦
法
」
を
「
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
」
に
、「
保
健
婦
、
助
産
婦
又
は
看
護
婦
」
を

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
二
号
　
　
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
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「
保
健
師
、
助
産
師
又
は
看
護
師
」
に
改
め
る
。

別
表
第
十
児
童
相
談
所
一
時
保
護
課
の
項
中
「
看
護
婦
」
を
「
看
護
師
」
に
改
め
、
同
表
あ
け
ぼ

の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
看
護
婦
、
看
護
士
、
准
看
護
婦
及
び
准
看
護
士
」
を
「
看
護
師
及

び
准
看
護
師
」
に
改
め
、
同
表
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
看
護
婦
、
看
護
士
、
准
看
護
婦
、
准

看
護
士
、
保
健
婦
及
び
保
健
士
」
を
「
看
護
師
、
准
看
護
師
及
び
保
健
師
」
に
改
め
、
同
表
中
央
病

院
の
項
�
及
び
�
中
「
看
護
婦
、
看
護
士
、
准
看
護
婦
及
び
准
看
護
士
」
を
「
看
護
師
及
び
准
看
護

師
」
に
改
め
、
同
項
�
中
「
看
護
婦
、
看
護
士
、
准
看
護
婦
、
准
看
護
士
」
を
「
看
護
師
及
び
准
看

護
師
」
に
改
め
、
同
項
�
中
「
看
護
婦
、
看
護
士
、
准
看
護
婦
及
び
准
看
護
士
」
を
「
看
護
師
及
び

准
看
護
師
」
に
改
め
、
同
表
北
病
院
の
項
中
「
看
護
婦
、
看
護
士
、
准
看
護
婦
及
び
准
看
護
士
」
を

「
看
護
師
及
び
准
看
護
師
」
に
改
め
る
。

「
総
看
護
婦
長

別
表
第
十
三
知
事
の
事
務
部
局
の
部
あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
を

総
看
護
長
」

「
副
総
看
護
婦
長

「
総
看
護
師
長
」
に
、

を
「
副
総
看
護
師
長
」
に
改
め
、
同
部
北
病
院
の
項
中

副
総
看
護
長
」

「
総
看
護
婦
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
副
総
看
護
婦
長

を
「
総
看
護
師
長
」
に
、

を
「
副
総
看
護
師
長
」
に
改
め
る
。

総
看
護
長
」

副
総
看
護
長
」

（
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
の
二
中
「
看
護
婦
」
を
「
看
護
師
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
山
梨
県
人
事

委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
第
三
号
ニ
中
「
看
護
婦
長
等
」
を
「
看
護
師
長
等
」
に
、「
看
護
婦
等
」
を
「
看

護
師
等
」
に
改
め
る
。

（
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則（
昭
和
四
十
一
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
「
─
あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
─
総
看
護
婦
長
　
総
看
護
長
　
副
総
看
護
婦
長
　
副

総
看
護
長
─
」
を
「
─
あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
─
総
看
護
師
長
　
副
総
看
護
師
長
─
」
に
、

「
─
北
病
院
─
薬
局
長
　
総
看
護
婦
長
　
総
看
護
長
　
副
総
看
護
婦
長
─
副
総
看
護
長
─
」
を
「
─

北
病
院
─
薬
局
長
　
総
看
護
師
長
　
副
総
看
護
師
長
─
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号

公
益
法
人
等
へ
の
山
梨
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す

る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
村
　
　
松
　
　
　
　
　
晃

公
益
法
人
等
へ
の
山
梨
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に

関
す
る
規
則

（
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
二
条
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
公
益
法
人
等
へ
の
山
梨
県

職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
」
を
加

え
、「
派
遣
先
の
業
務
上
の
負
傷
又
は
疾
病
」
を
「
派
遣
先
に
お
け
る
業
務
上
の
負
傷
若
し
く
は
疾

病
又
は
公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
の
特
定
法
人
に
お
け
る
業
務
上
の
負
傷

若
し
く
は
疾
病
」
に
改
め
る
。

（
人
事
記
録
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

人
事
記
録
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
１７
か
ら
１９
ま
で
の
項
中
「
第
一
項
」
の
下
に
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
加
え
、
同
表
２５

の
項
中
「
外
国
派
遣
中
の
職
員
」
の
下
に
「
、
公
益
法
人
等
派
遣
中
の
職
員
」
を
加
え
、
同
表
２６
の

項
中
「
退
く
場
合
」
の
下
に
「
、
公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職
等
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
十
条
に
基
づ
き
特
定
法
人
の
業
務
に
従
事
す
る
よ
う
求
め

る
任
命
権
者
の
要
請
に
応
じ
て
退
職
す
る
場
合
」
を
加
え
、
同
表
４０
の
項
中
「
又
は
外
国
派
遣
」
を
「
、

外
国
派
遣
又
は
公
益
法
人
等
派
遣
」
に
、「
、
再
び
」
を
「
再
び
」
に
、「
部
内
職
員
」
を
「
、
部
内

職
員
」
に
改
め
、
同
表
５２
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５３

公
益
法
人
等
派
遣
　
公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
第

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
益
法
人
等
へ
職
員
を
派
遣
す
る
場
合
を
い

う
。

５４

公
益
法
人
等
派
遣
延
長
　
公
益
法
人
等
派
遣
の
期
間
を
延
長
す
る
場
合
を
い
う
。

（
山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
二
号
　
　
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
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の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
中
「
に
掲
げ
る
場
合
の
一
に
該
当
す
る
と
き
」
を
「
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
派
遣
職
員
」
の
下
に
「
又
は
公
益
法
人
等
へ
の
山
梨
県
職
員
の
派

遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派

遣
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
公
益
法
人
等
派
遣
職
員
」
と
い
う
。）」
を
、「
業
務
」
の
下
に
「
及
び
公

益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
の
特
定
法
人
の
業
務
」
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七
　
公
益
法
人
等
派
遣
職
員
　
第
一
号
及
び
第
二
号

（
山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
中
「
に
掲
げ
る
場
合
の
一
に
該
当
す
る
と
き
」
を
「
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
」

に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
派
遣
職
員
」
の
下
に
「
又
は
公
益
法
人
等
へ
の
山
梨
県
職
員
の
派
遣
等

に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ

れ
た
職
員
（
以
下
「
公
益
法
人
等
派
遣
職
員
」
と
い
う
。）」
を
、「
業
務
」
の
下
に
「
及
び
公
益
法

人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
の
特
定
法
人
の
業
務
」
を
加
え
る
。

第
二
十
四
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中
「
規
定
に
よ
り
」
を

「
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、
同
条
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七
　
公
益
法
人
等
派
遣
職
員
　
第
一
号
及
び
第
二
号

（
山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条
　
山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
中
「
に
掲
げ
る
場
合
の
一
に
該
当
す
る
と
き
」
を
「
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
」

に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
派
遣
職
員
」
の
下
に
「
又
は
公
益
法
人
等
へ
の
山
梨
県
職
員
の
派
遣
等

に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ

れ
た
職
員
（
以
下
「
公
益
法
人
等
派
遣
職
員
」
と
い
う
。）」
を
、「
業
務
」
の
下
に
「
及
び
公
益
法

人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
の
特
定
法
人
の
業
務
」
を
加
え
る
。

第
二
十
二
条
の
二
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
第
四
号
及
び
第
五
号
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

四
　
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
　
第
一
号
及
び
第
二
号

五
　
派
遣
職
員
　
第
一
号
及
び
第
二
号

第
二
十
二
条
の
二
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
　
公
益
法
人
等
派
遣
職
員
　
第
一
号
及
び
第
二
号

（
住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
三
第
一
項
中
「
同
項
第
二
号
」
を
「
同
項
第
三
号
」
に
、「
、
当
該
適
用
」
を
「
当
該

適
用
、
公
益
法
人
等
へ
の
山
梨
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
四

十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
職
員
で
職
務
に
復
帰
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は

当
該
復
帰
又
は
公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
五
十
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
に
あ
つ
て
は
当
該
採
用
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
同
号
」
を
「
同
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

（
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
中
「
第
十
六
条
第
四
項
の
」
の
下
に
「
そ
れ
ぞ
れ
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
」
を
加

え
、「
配
偶
者
（
配
偶
者
の
な
い
職
員
に
あ
つ
て
は
、
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
）
の
住
居
に
転
居
し
た
こ
と
に
伴
い
単
身
赴
任
手
当
が
支
給
さ
れ
な
い

こ
と
と
な
つ
た
職
員
で
、
当
該
住
居
か
ら
の
通
勤
の
た
め
、
新
幹
線
鉄
道
等
で
そ
の
利
用
が
第
十
一

条
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
通
勤
事
情
の
改
善
が
認
め
ら
れ
る
も
の
を
利
用
し
、
そ
の
利
用
に

係
る
特
別
料
金
等
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の
」
を
「
次
に
掲
げ
る
職
員
」
に
改
め
、
同

条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
　
公
益
法
人
等
へ
の
山
梨
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
四

十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
職
員
で
職
務
に
復
帰
し
た
職
員
又
は
公

益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十

号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
の
う
ち
、
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
第

一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
並
び

に
警
察
職
員
給
与
条
例
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
で
、
当
該
復
帰

又
は
採
用
の
直
前
の
住
居
（
当
該
復
帰
又
は
採
用
の
日
以
後
に
転
居
す
る
場
合
に
お
い
て
、
新

幹
線
鉄
道
等
を
通
勤
の
た
め
利
用
す
る
経
路
に
変
更
が
生
じ
な
い
と
き
の
当
該
転
居
後
の
住
居

及
び
人
事
委
員
会
が
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め
る
住
居
を
含
む
。）
か
ら
の
通
勤
の
た
め
、
新
幹

線
鉄
道
等
で
そ
の
利
用
が
第
十
一
条
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
通
勤
事
情
の
改
善
に
相
当

程
度
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
利
用
し
、
そ
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
を

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
二
号
　
　
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
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負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の
（
当
該
復
帰
又
は
採
用
の
直
前
の
勤
務
地
と
所
在
す
る
地

域
を
異
に
す
る
公
署
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
い
、
通
常
の
通
勤
の
経
路
及
び
方

法
に
よ
る
場
合
に
は
当
該
復
帰
又
は
採
用
前
の
通
勤
時
間
よ
り
長
時
間
の
通
勤
時
間
を
要
す
る

こ
と
と
な
る
こ
と
等
の
通
勤
の
実
情
の
変
更
を
生
ず
る
職
員
で
、
新
幹
線
鉄
道
等
を
利
用
し
な

け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
人
事
委
員
会
の
定
め
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
も
の
に
限
る
。）

二
　
配
偶
者
（
配
偶
者
の
な
い
職
員
に
あ
つ
て
は
、
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
）
の
住
居
に
転
居
し
た
こ
と
に
伴
い
単
身
赴
任
手
当
が
支
給
さ
れ

な
い
こ
と
と
な
つ
た
職
員
で
、
当
該
住
居
か
ら
の
通
勤
の
た
め
、
新
幹
線
鉄
道
等
で
そ
の
利
用

が
第
十
一
条
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
通
勤
事
情
の
改
善
に
相
当
程
度
資
す
る
も
の
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
利
用
し
、
そ
の
利
用
に
係
る
特
別
料
金
等
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例

と
す
る
も
の

（
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
職
員
給
与
条
例
第
十
六
条
第
一
項
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
四
条
の
二
第

一
項
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
そ
れ
ぞ
れ
同
条
第
一
項
」
に
改
め
、
第
七

号
を
第
八
号
と
し
、
同
項
第
六
号
中
「
前
各
号
」
を
「
第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
」
に
改
め
、「
者
か

ら
」
の
下
に
「
人
事
交
流
等
に
よ
り
」
を
加
え
、「
職
員
と
な
り
、
こ
れ
に
」
を
「
職
員
と
な
っ
た

こ
と
又
は
復
帰
等
に
」
に
、「「
適
用
」
を
「「
適
用
又
は
復
帰
等
」
に
改
め
、「（
人
事
交
流
等
に
よ

り
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
者
に
限
る
。）」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、

同
項
中
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加

え
る
。

一
　
公
益
法
人
等
へ
の
山
梨
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
四

十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
職
員
が
職
務
に
復
帰
し
た
こ
と
又
は
公

益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十

号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
こ
と
（
以
下
「
復
帰
等
」
と
い
う
。）
に
伴

い
、
住
居
を
移
転
し
、
第
二
条
に
規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
同
居
し
て
い
た
配

偶
者
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
で
、
当
該
復
帰
等
の
直
前
の
住
居
か
ら
当
該
復
帰
等
の

直
後
に
在
勤
す
る
公
署
に
通
勤
す
る
こ
と
が
第
三
条
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
単
身
で
生
活
す
る
こ
と
を
常
況
と
す
る
職
員

（
寒
冷
地
手
当
支
給
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条

寒
冷
地
手
当
支
給
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九
　
公
益
法
人
等
へ
の
山
梨
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
四

十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
職
員
の
う
ち
、
給
与
の
支
給
を
受
け
て

い
な
い
職
員

（
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条

特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
従
事
す
る
も
の
及
び
畜
産
課
に
所
属
し
、
八
ヶ
岳
牧
場
に
お
い
て
こ
れ
ら

の
業
務
に
従
事
す
る
」
を
「
従
事
し
た
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
第
二
項
中
「
派
遣
さ
れ
た
職
員
」
の
下
に
「
又
は
公
益
法
人
等
へ
の
山
梨
県
職
員
の

派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

派
遣
さ
れ
た
職
員
」
を
加
え
、「
又
は
疾
病
」
を
「
若
し
く
は
疾
病
及
び
公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職

の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
の
特
定
法
人
の
業
務
上
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
」
に
改
め
、「
第
二
条
第

二
項
及
び
第
三
項
」
の
下
に
「
又
は
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）

第
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
加
え
る
。

（
特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
新
た
に
特
地
公
署
等
又
は
準
特
地
公
署
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
公
署

等
に
在
勤
す
る
職
員
で
そ
の
特
地
公
署
等
又
は
準
特
地
公
署
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
（
以

下
「
指
定
日
」
と
い
う
。）
前
三
年
以
内
に
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
又
は
国
家
公
務
員
で
あ
つ
た

者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
て
当
該
公
署
等
に
在

勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
も
の
」
を
「
次
に
掲
げ
る
職
員
」
に
改
め
、

同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
　
公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
号
。
以
下
「
公
益
法
人
等
派
遣
法
」
と
い
う
。）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ

れ
、
特
地
公
署
等
又
は
準
特
地
公
署
等
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員
で
、
当
該
公
署
等
に

在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
も
の

二
　
新
た
に
特
地
公
署
等
又
は
準
特
地
公
署
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
公
署
等
に
在
勤
す
る

職
員
で
そ
の
特
地
公
署
等
又
は
準
特
地
公
署
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
（
以
下
「
指
定

日
」
と
い
う
。）
前
三
年
以
内
に
、
職
員
以
外
の
地
方
公
務
員
又
は
国
家
公
務
員
で
あ
つ
た
者

か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
り
、
又
は
公
益
法
人

等
派
遣
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
、
当
該
公
署
等
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
二
号
　
　
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

一
〇



た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
も
の

第
五
条
第
三
項
第
一
号
中
「
移
転
し
た
職
員
」
の
下
に
「
又
は
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
職
員
」

を
、「
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
日
」
の
下
に
「
又
は
公
益
法
人
等
派
遣
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
採
用
さ
れ
た
日
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
前
項
」
を
「
前
項
第
二
号
」
に
改
め
、「
受
る

こ
と
と
な
つ
た
日
」
の
下
に
「
又
は
公
益
法
人
等
派
遣
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ

た
日
」
を
加
え
る
。

（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第

二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
　
停
職
者
（
法
第
二
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
停
職
に
さ
れ
て
い
る
職

員
を
い
う
。）

第
一
条
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
　
公
益
法
人
等
無
給
派
遣
職
員
（
公
益
法
人
等
へ
の
山
梨
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例

（
平
成
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
職
員

（
以
下
「
公
益
法
人
等
派
遣
職
員
」
と
い
う
。）
の
う
ち
、
給
与
の
支
給
を
受
け
て
い
な
い
職
員

を
い
う
。）

第
二
条
第
三
号
中
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ
　
公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
号
。
以
下
「
公
益
法
人
等
派
遣
法
」
と
い
う
。）
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
退
職
派
遣

者
（
以
下
「
退
職
派
遣
者
」
と
い
う
。）

第
六
条
第
一
項
中
「
第
五
号
」
を
「
第
六
号
」
に
改
め
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
　
退
職
派
遣
者

第
七
条
第
五
号
中
「
第
一
条
第
十
号
」
を
「
第
一
条
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
六
号

と
し
、
同
条
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
　
公
益
法
人
等
派
遣
職
員

第
十
一
条
第
二
項
第
五
号
中
「
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
の
下
に
「
又
は
労
働
者
災
害
補
償

保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
、「
派
遣
職
員
」
の

下
に
「
又
は
公
益
法
人
等
派
遣
職
員
」
を
、「
通
勤
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
」
の
下
に
「
及
び

公
益
法
人
等
派
遣
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
の
特
定
法
人
の
業
務
上
の
負

傷
若
し
く
は
疾
病
又
は
通
勤
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
」
を
加
え
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
六
箇
月
以
内
）」
の
下
に
「
の
期
間
」
を
加
え
る
。

（
山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
山
梨
県
人

事
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
二
第
二
項
中
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
削
り
、
第
四
号
を
第
一
号
と
し
、
第
五
号
を

第
二
号
と
し
、
第
六
号
を
第
三
号
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
当
該
年
の
前
年
に
お
い
て
職
員
で
あ
つ

た
者
で
あ
つ
て
引
き
続
き
当
該
年
に
国
家
公
務
員
等
に
な
り
引
き
続
き
再
び
職
員
と
な
つ
た
も
の
」

を
「
次
に
掲
げ
る
職
員
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
　
当
該
年
の
前
年
に
お
い
て
公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
「
公
益
法
人
等
派
遣
法
」
と
い
う
。）
第
三
条
第
二

項
に
規
定
す
る
派
遣
職
員
で
あ
つ
た
者
で
あ
つ
て
当
該
年
に
職
務
に
復
帰
し
た
も
の

二
　
当
該
年
の
前
年
に
お
い
て
公
益
法
人
等
派
遣
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
法
人
に

在
職
し
て
い
た
者
で
あ
つ
て
当
該
年
に
同
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の

三
　
当
該
年
の
前
年
に
お
い
て
職
員
で
あ
つ
た
者
で
あ
つ
て
引
き
続
き
当
該
年
に
国
家
公
務
員
等

と
な
り
引
き
続
き
再
び
職
員
と
な
つ
た
も
の

四
　
当
該
年
の
前
年
に
お
い
て
職
員
で
あ
つ
た
者
で
あ
つ
て
当
該
年
に
公
益
法
人
等
派
遣
法
第
三

条
第
二
項
に
規
定
す
る
派
遣
職
員
と
な
り
再
び
職
務
に
復
帰
し
た
も
の

五
　
当
該
年
の
前
年
に
お
い
て
職
員
で
あ
つ
た
者
で
あ
つ
て
当
該
年
に
公
益
法
人
等
派
遣
法
第
十

条
第
二
項
に
規
定
す
る
退
職
派
遣
者
と
な
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
再
び
職
員
と
し
て
採

用
さ
れ
た
も
の

（
山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
山
梨
県
人
事
委
員
会

規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
の
二
第
二
項
中
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
削
り
、
第
四
号
を
第
一
号
と
し
、
第
５
号
を

第
二
号
と
し
、
第
六
号
を
第
三
号
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
当
該
年
の
前
年
に
お
い
て
職
員
で
あ
つ

た
者
で
あ
つ
て
引
き
続
き
当
該
年
に
国
家
公
務
員
等
に
な
り
引
き
続
き
再
び
職
員
と
な
つ
た
も
の
」

を
「
次
に
掲
げ
る
職
員
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
　
当
該
年
の
前
年
に
お
い
て
公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
「
公
益
法
人
等
派
遣
法
」
と
い
う
。）
第
３
条
第
二

項
に
規
定
す
る
派
遣
職
員
で
あ
つ
た
者
で
あ
つ
て
当
該
年
に
職
務
に
復
帰
し
た
も
の

二
　
当
該
年
の
前
年
に
お
い
て
公
益
法
人
等
派
遣
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
法
人
に

在
職
し
て
い
た
者
で
あ
つ
て
当
該
年
に
同
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の

三
　
当
該
年
の
前
年
に
お
い
て
職
員
で
あ
つ
た
者
で
あ
つ
て
引
き
続
き
当
該
年
に
国
家
公
務
員
等

と
な
り
引
き
続
き
再
び
職
員
と
な
つ
た
も
の

四
　
当
該
年
の
前
年
に
お
い
て
職
員
で
あ
つ
た
者
で
あ
つ
て
当
該
年
に
公
益
法
人
等
派
遣
法
第
三

条
第
二
項
に
規
定
す
る
派
遣
職
員
と
な
り
再
び
職
務
に
復
帰
し
た
も
の

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
二
号
　
　
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

一
一



五
　
当
該
年
の
前
年
に
お
い
て
職
員
で
あ
つ
た
者
で
あ
つ
て
当
該
年
に
公
益
法
人
等
派
遣
法
第
十

条
第
二
項
に
規
定
す
る
退
職
派
遣
者
と
な
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
再
び
職
員
と
し
て
採

用
さ
れ
た
も
の

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
別
表
第
一
の
２６
の
項

の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
村
　
　
松
　
　
　
　
　
晃

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
人
事
委
員
会
は
、
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
別
に
受
験
資
格
を
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
村
　
　
松
　
　
　
　
　
晃

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
第
一
号
の
表
十
一
級
の
項
第
二
号
中
「
局
長
」
の
下
に
「
、
県
民
室
長
」
を
加
え
る
。

別
表
第
十
あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
寮
母
」
を
「
介
護
職
員
」
に
改
め
、
同
表
育
精

福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
寮
母
」
を
「
介
護
職
員
」
に
、「
及
び
福
祉
指
導
幹
」
を
「
、
児
童
指
導
幹

及
び
成
人
指
導
幹
」
に
改
め
、
同
表
中
央
病
院
の
項
�
中
「
者
」
を
「
職
員
」
に
改
め
、
同
項
�
中

「
放
射
線
診
断
科
及
び
放
射
線
治
療
科
」
を
「
放
射
線
科
」
に
改
め
、
同
表
勤
務
箇
所
の
欄
中
「
動
物

管
理
指
導
セ
ン
タ
ー
」
を
「
動
物
愛
護
指
導
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

「
防
　
　
災
　
　
監

別
表
第
十
三
知
事
の
事
務
部
局
の
部
本
庁
の
項
中
「
総
括
工
事
検
査
監
」
を

総
括
工
事
検
査
監
」

「
廃
棄
物
対
策
企
画
監

に
、
「
Ｉ
Ｔ
推
進
監
」
を
「
企
画
監
」
に
、
「
廃
棄
物
対
策
企
画
監
」
を
　
廃
棄
物
対
策
指
導
監
　
に

商
工
団
体
指
導
監
」

「
ま
ち
づ
く
り
推
進
企
画
監
　
　
　
「
企
　
　
画
　
　
監

、「
ま
ち
づ
く
り
推
進
企
画
監
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、

を
「

建
築
物
防
災
対
策
監
」

文
化
振
興
普
及
監
」

「
合
併
推
進
監
　
　
「
税
務
シ
ス
テ
ム
開
発
監
　
　
　
「
大
学
院
開
設
推
進

文
化
振
興
普
及
監
」
に
、

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、

援
　
護
　
指
　
導

防
　
災
　
監
」

合
　
併
　
推
　
進
　
監
」

廃
棄
物
対
策
指
導

監
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
農
地
調
整
監
　
　
「
農
村
振
興
監

監
　
を
「
援
護
指
導
監
」
に
、

を
　
流
通
企
画
監
　
に
、「
道
路
管
理
監
」
を
「
道

監
」

流
通
企
画
監
」

花
き
振
興
監
」

「
下
水
道
管
理
監

路
監
理
監
」
に
、

を
「
下
水
道
管
理
監
」
に
、
同
部
峡
中
地
域
振
興
局
の
項
中

建
築
防
災
対
策
監
」

「
保
健
指
導
幹

「
保
健
指
導
幹
」
を
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
部
峡
東
地
域
振
興
局
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

環
境
保
全
幹
」

え
る
。峡

南
地
域
振
興
局

局
　
　
　
　
　
　
長

一
種

企
画
振
興
部
の
部
長

四
種

そ
の
他
の
部
の
部
長

五
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
四

種
）

副
　

部

長

五
種

企
画
振
興
部
の
次
長

六
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
五

種
）

改

良

普

及

幹

六
種

次
長
（
企
画
振
興
部

七
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
六

の
次
長
を
除
く
。）
種
）

財

務

審

査

監

森

林

保

全

幹

七
種

農
村
整
備
振
興
幹

峡
北
地
域
振
興
局

局
　
　
　
　
　
　
長

一
種

企
画
振
興
部
の
部
長

四
種

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
二
号
　
　
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

一
二



そ
の
他
の
部
の
部
長

五
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
四

種
）

副
　
　
部
　

長

五
種

企
画
振
興
部
の
次
長

六
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
五

種
）

改

良

普

及

幹

六
種

次
長
（
企
画
振
興
部

七
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
六

の
次
長
を
除
く
。）
種
）

財

務

審

査

監

環

境

保

全

幹

森

林

保

全

幹

七
種

農
村
整
備
振
興
幹

別
表
第
十
三
知
事
の
事
務
部
局
の
部
そ
の
他
の
地
域
振
興
局
の
項
を
削
り
、
同
部
あ
け
ぼ
の
医
療
福

「
事
務
局
次
長
　
　
　
「
総
看
護
師
長

祉
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
事
務
局
次
長
」
を
　
　
　
　
　
　
　
に
、

を
「
福
祉
指
導
幹

総
看
護
師
長
」

福
祉
指
導
幹
」

「
管
理
局
次
長
　
　
　
「
部
　
　
長

」
に
改
め
、
同
部
中
央
病
院
の
項
中
「
管
理
局
次
長
」
を
　
　
　
　
　
　
　
に
、

を
「

看
護
部
長
　
」

看
護
部
長
」

部
長
」
に
改
め
、
同
部
環
境
科
学
研
究
所
の
項
中
「
二
種
」
の
下
に
「
、
研
究
職
給
料
表
の
適
用
を
受

「

け
る
者
に
あ
つ
て
は
五
種
」
を
加
え
、
同
部
総
合
農
業
試
験
場
の
項
中
　
　
特
別
研
究
員
　
六
種

」

「

「

を
　
　
特
別
研
究
員
　
六
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
つ
て
は
五
種
）

に
改
め
、

花
き

」

振
興
幹
　
七
種
　

」
を
削
り
、
同
部
中
「
婦
人
労
働
開
発
セ
ン
タ
ー
」
を
「
就
業
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に

、「
深
城
・
笹
子
ダ
ム
建
設
事
務
所
」
を
「
深
城
ダ
ム
建
設
事
務
所
」
に
改
め
る
。

別
表
第
十
三
教
育
委
員
会
事
務
局
の
部
本
庁
の
項
中
「
体
育
振
興
監
」
を
削
り
、「
県
史
編
さ
ん
室

「
県
史
編
さ
ん
室
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
適
応
指
導
監

長
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、「
適
応
指
導
監
」
を
　

に
改
め
、
「
体
育
施
設
管

博
物
館
建
設
室
長
」

体
育
指
導
監
」

理
監
」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号

山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
村
　
　
松
　
　
　
　
　
晃

山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
大
学
」
を
「
看
護
大
学
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
短
期

大
学
部
の
」
を
「
看
護
大
学
短
期
大
学
部
の
」
に
改
め
、「
及
び
学
生
部
長
並
び
に
大
学
又
は
短
期
大

学
の
学
生
部
長
及
び
附
属
図
書
館
の
館
長
」
及
び
「
短
期
大
学
部
長
で
」
を
削
り
、
同
項
中
第
六
号
を

第
七
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
　
看
護
大
学
の
研
究
科
長
、
看
護
大
学
及
び
看
護
大
学
短
期
大
学
部
並
び
に
女
子
短
期
大
学
の
学

生
部
長
及
び
附
属
図
書
館
の
館
長
の
職
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
分
の
十
二

「

勤
務
箇
所

職
　
　
　
　
　
　
員
　
　
　
　
　
　
調
整
数

�

特
殊
教
育
に
直
接
従
事
す
る
こ
と
を
本
務

盲
学
校
　
　
と
す
る
教
諭
、
助
教
諭
及
び
講
師
並
び
に
校

長
、
教
頭
、
養
護
教
諭
及
び
養
護
助
教
諭

別
表
第
六
中
　
　
ろ
う
学
校
　
�

教
諭
、
助
教
諭
及
び
講
師
（
�
に
掲
げ
る
　
　
　
　
二
　
　
を

者
を
除
く
）

養
護
学
校
　
�

特
殊
教
育
に
直
接
従
事
す
る
こ
と
を
本
務

と
す
る
実
習
助
手

�

寄
宿
舎
指
導
員

」

「

勤
務
箇
所
　
　
　
　
　
　
職
　
　
　
　
　
　
員
　
　
　
　
　
　
調
整
数

�

大
学
院
看
護
研
究
科
の
授
業
を
常
時
担
当

す
る
教
授
、
助
教
授
及
び
講
師

看
護
大
学
　
�

大
学
院
看
護
研
究
科
に
在
籍
す
る
学
生
の
　
　
　
　
一

指
導
に
常
時
従
事
す
る
助
手
で
人
事
委
員
会

が
調
整
を
必
要
と
認
め
る
職
員

に
改
め
る
。

�

特
殊
教
育
に
直
接
従
事
す
る
こ
と
を
本
務

盲
学
校
　
　
と
す
る
教
諭
、
助
教
諭
及
び
講
師
並
び
に
校

長
、
教
頭
、
養
護
教
諭
及
び
養
護
助
教
諭

ろ
う
学
校
　
�

教
諭
、
助
教
諭
及
び
講
師
（
�
に
掲
げ
る
　
　
　
　
二

者
を
除
く
）

養
護
学
校
　
�

特
殊
教
育
に
直
接
従
事
す
る
こ
と
を
本
務

と
す
る
実
習
助
手

�

寄
宿
舎
指
導
員

」

別
表
第
七
中
ロ
を
ハ
と
し
、
イ
を
ロ
と
し
、
同
表
に
イ
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
二
号
　
　
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

一
三



別
表
第
八
の
四
級
の
項
中
「
神
金
第
二
小
学
校
─
塩
山
市
一
之
瀬
高
橋
」
を
削
り
、
同
表
一
級
の
項

中
「
大
和
小
学
校
天
目
分
校
─
東
山
梨
郡
大
和
村
木
賊
」
を
削
る
。

別
表
第
十
中
「
古
関
中
学
校
─
西
八
代
郡
下
部
町
古
関
」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号

特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
村
　
　
松
　
　
　
　
　
晃

特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
婦
人
労
働
開
発
セ
ン
タ
ー
」
を
「
就
業
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
深
城
・
笹
子
ダ
ム
建
設
事
務
所
」
を
「
深
城
ダ
ム
建
設
事
務
所
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
第
一
項
中
「
週
休
日
等
以
外
の
土
曜
日
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
日
」
を
「
人
事
委
員

会
が
定
め
る
日
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号

特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
村
　
　
松
　
　
　
　
　
晃

特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
「
─
谷
村
工
業
高
等
学
校
道
志
分
校
─
南
都
留
郡
道
志
村
竹
ノ
本
─
」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
二
号
　
　
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

一
四



期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
村
　
　
松
　
　
　
　
　
晃

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則（
昭
和
三
十
八
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
医
療
職
給
料
表
（二）
の
項
中
「（
職
務
の
級
四
級
の
職
員
の
う
ち
人
事
委
員
会
が
別
に
定
め

る
職
員
に
あ
つ
て
は
百
分
の
十
）」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
村
　
　
松
　
　
　
　
　
晃

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
山
梨
県
人
事
委
員
会

規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
二
中
「
も
の
」
を
「
者
」
に
改
め
、「
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
子
の
同
居
の

親
族
の
う
ち
十
六
歳
以
上
の
者
で
あ
っ
て
」
を
削
る
。

第
八
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
請
求
」
を
「
当
該
請
求
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
請
求
」
を

「
当
該
請
求
」
に
、「
職
員
」
を
「
当
該
請
求
を
し
た
職
員
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
請
求
を
」
を

「
当
該
請
求
を
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
深
夜
に
お
い
て
当
該
請
求
に
係
る
子
を
常
態
と
し
て
」

を
「
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
配
偶
者
で
当
該
請
求
に
係
る
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
深
夜
に
お
い
て

常
態
と
し
て
当
該
子
を
」
に
、「
当
該
子
と
同
居
す
る
親
族
」
を
「
も
の
」
に
、「
者
が
い
る
」
を

「
者
に
該
当
す
る
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
五
中
「
定
め
る
も
の
」
を
「
定
め
る
者
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
七
第
一
項
第
一
号
中
「
請
求
」
を
「
当
該
請
求
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
請
求
」
を

「
当
該
請
求
」
に
、「
職
員
」
を
「
当
該
請
求
を
し
た
職
員
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
請
求
を
」
を

「
当
該
請
求
を
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
に
係
る
子
を
」
を
「
を
し
た
職
員
の
配
偶
者
で
当
該
請

求
に
係
る
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、」
に
、「
養
育
」
を
「
当
該
子
を
養
育
」
に
、「
当
該
子
と
同
居
す

る
親
族
」
を
「
も
の
」
に
、「
者
が
い
る
」
を
「
者
に
該
当
す
る
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
八
及
び
第
八
条
の
九
を
削
り
、
第
八
条
の
十
を
第
八
条
の
八
と
す
る
。

第
八
条
の
十
一
中
「
か
ら
第
八
条
の
九
」
を
「
か
ら
第
八
条
の
七
」
に
、「
第
八
条
の
七
第
二
項
第

二
号
」
を
「
第
八
条
の
四
第
一
項
第
四
号
、
第
八
条
の
七
第
一
項
第
四
号
及
び
同
条
第
二
項
第
二
号
」

に
改
め
、「
、「
子
の
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
（
同
条
第
三
項
の
要
介
護
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

の
」
と
」
を
削
り
、「「
介
護
者
を
」
を
「「
要
介
護
者
（
同
条
第
三
項
の
要
介
護
者
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）
を
」
に
、「
職
員
の
子
」
を
「
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
子
」
に
、「「
要
介
護
者
が
」
を
「「
請

求
に
係
る
要
介
護
者
が
」
に
、「
第
八
条
の
十
一
」
を
「
第
八
条
の
九
」
に
改
め
、「
及
び
第
四
号
」、「
、

同
号
中
「
養
育
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
」
と
」
及
び
「
、
第
八
条
の
八
及
び
第
八
条
の
九
中
「
条
例
第

八
条
の
二
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
八
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
」
と
」

を
削
り
、
同
条
を
第
八
条
の
九
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
村
　
　
松
　
　
　
　
　
晃

山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
二
中
「
も
の
」
を
「
者
」
に
改
め
、「
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
子
の
同
居
の

親
族
の
う
ち
十
六
歳
以
上
の
者
で
あ
っ
て
」
を
削
る
。

第
七
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
請
求
」
を
「
当
該
請
求
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
請
求
」
を

「
当
該
請
求
」
に
、「
職
員
」
を
「
当
該
請
求
を
し
た
職
員
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
請
求
を
」
を

「
当
該
請
求
を
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
深
夜
に
お
い
て
当
該
請
求
に
係
る
子
を
常
態
と
し
て
」

を
「
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
配
偶
者
で
当
該
請
求
に
係
る
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
深
夜
に
お
い
て

常
態
と
し
て
当
該
子
を
」
に
、「
当
該
子
と
同
居
す
る
親
族
」
を
「
も
の
」
に
、「
者
が
い
る
」
を

「
者
に
該
当
す
る
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
五
中
「
定
め
る
も
の
」
を
「
定
め
る
者
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
七
第
一
項
第
一
号
中
「
請
求
」
を
「
当
該
請
求
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
請
求
」
を

「
当
該
請
求
」
に
、「
職
員
」
を
「
当
該
請
求
を
し
た
職
員
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
請
求
を
」
を

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
二
号
　
　
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

一
五



「
当
該
請
求
を
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
に
係
る
子
を
」
を
「
を
し
た
職
員
の
配
偶
者
で
当
該
請

求
に
係
る
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、」
に
、「
養
育
」
を
「
当
該
子
を
養
育
」
に
、「
当
該
子
と
同
居
す

る
親
族
」
を
「
も
の
」
に
、「
者
が
い
る
」
を
「
者
に
該
当
す
る
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
八
及
び
第
七
条
の
九
を
削
り
、
第
七
条
の
十
を
第
七
条
の
八
と
す
る
。

第
七
条
の
十
一
中
「
か
ら
第
七
条
の
九
」
を
「
か
ら
第
七
条
の
七
」
に
、「
第
七
条
の
七
第
二
項
第

二
号
」
を
「
第
七
条
の
四
第
一
項
第
四
号
、
第
七
条
の
七
第
一
項
第
四
号
及
び
同
条
第
二
項
第
二
号
」

に
改
め
、「
、「
子
の
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
（
同
条
第
三
項
の
要
介
護
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

の
」
と
」
を
削
り
、「「
介
護
者
を
」
を
「「
要
介
護
者
（
同
条
第
三
項
の
要
介
護
者
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）
を
」
に
、「
職
員
の
子
」
を
「
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
子
」
に
、「「
要
介
護
者
が
」
を
「「
請

求
に
係
る
要
介
護
者
が
」
に
、「
第
七
条
の
十
一
」
を
「
第
七
条
の
九
」
に
改
め
、「
及
び
第
四
号
」、「
、

同
号
中
「
養
育
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
」
と
」
及
び
「
、
第
七
条
の
八
及
び
第
七
条
の
九
中
「
条
例
第

九
条
の
二
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
九
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
」
と
」

を
削
り
、
同
条
を
第
七
条
の
九
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の

整
備
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
村
　
　
松
　
　
　
　
　
晃

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規

則
の
整
備
に
関
す
る
規
則

（
山
梨
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

山
梨
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則（
平
成
四
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
四
号
中
「
条
例
第
五
条
」
の
下
に
「
第
一
号
」
を
加
え
る
。

第
四
条
の
二
中
「
条
例
第
五
条
の
二
」
を
「
条
例
第
五
条
の
三
」
に
改
め
る
。

（
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
八
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
　
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
六
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
る
職

（
人
事
記
録
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

人
事
記
録
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
見
出
し
を
「
任
期
付
採
用
職
員
、
臨
時
的
任
用
職
員
及
び
非
常
勤
職
員
の
特
例
」
に
改

め
、
同
条
中
「
法
第
二
十
二
条
」
を
「
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法

律
第
百
十
号
。
以
下
「
地
方
公
務
員
育
児
休
業
法
」
と
い
う
。）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任

期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
及
び
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
職
員
、
法
第
二
十
二
条
」
に
、「
及
び
」

を
「
並
び
に
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
４４
の
項
中
「
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十

号
）」
を
「
地
方
公
務
員
育
児
休
業
法
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
九
号

公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
審
査
の
請
求
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
村
　
　
松
　
　
　
　
　
晃

公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
審
査
の
請
求
に
関

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
審
査
の
請
求
に
関
す
る

規
則
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中
「
公
立
学
校
」
を
「
山
梨
県
立
学
校
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
第
八
条
」
を
「
第
五
条
」
に
、「
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤

師
（
」
を
「
山
梨
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
（
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
第
八
条
」
を
「
第
五
条
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

そ
　
の
　
他

山
梨
県
議
会
規
則
第
二
号

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
二
号
　
　
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

一
六



山
梨
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
議
会
議
長
　
　
宮
　
　
島
　
　
雅
　
　
展

山
梨
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
議
会
会
議
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
議
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

「
第
十
五
章
　
議
員
の
派
遣
（
第
百
二
十
一

目
次
中
「
第
十
五
章
　
補
則
（
第
百
二
十
一
条
）」
を

第
十
六
章
　
補
則
（
第
百
二
十
二
条
）

条
）

に
改
め
る
。

」
第
二
条
中
「
議
員
は
、」
の
下
に
「
公
務
、
疾
病
、
出
産
そ
の
他
の
」
を
加
え
る
。

第
三
条
中
「
招
集
地
に
」
を
削
り
、「
定
め
」
を
「
定
め
た
と
き
は
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
中
「
招
集
地
に
お
け
る
議
員
の
宿
所
若
し
く
は
連
絡
所
」
を
「
議
員
の
住
所
（
第
三
条

（（
宿
所
又
は
連
絡
所
の
届
出
））
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
届
出
の
宿
所

又
は
連
絡
所
）」
に
改
め
る
。

第
八
十
八
条
中
「
、
請
願
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
の
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏

名
）
を
記
載
し
、
押
印
」
を
「
及
び
請
願
者
の
住
所
（
法
人
の
場
合
に
は
、
そ
の
所
在
地
）
を
記
載
し
、

請
願
者
（
法
人
の
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
を
記
載
し
、
代
表
者
）
が
署
名
又
は
記
名
押
印
」
に
改
め
る
。

第
十
五
章
第
百
二
十
一
条
を
第
十
六
章
第
百
二
十
二
条
と
し
、
第
十
四
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え

る
。

第
十
五
章
　
議
員
の
派
遣

（
議
員
の
派
遣
）

第
百
二
十
一
条
　
法
第
百
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
議
員
を
派
遣
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
議
会
の

議
決
で
こ
れ
を
決
定
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
場
合
は
、
議
長
に
お
い
て
議
員
の
派
遣
を
決

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
議
員
の
派
遣
を
決
定
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
派
遣
の
目
的
、
場
所
、
期
間

そ
の
他
必
要
な
事
項
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
地
方
自
治
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
　
　
　
号
）
第
一

条
中
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
条
の
改
正
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行

す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
二
号
　
　
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

一
七
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